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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　吸気弁のバルブリフト特性を連続的に変更可能な内燃機関の可変動弁機構であって、気
筒列方向に沿って延びる制御軸を回転させることによって吸気弁のリフト・作動角を連続
的に拡大、縮小制御可能なリフト・作動角可変機構を備え、制御軸には潤滑油が供給され
ていると共に、機関運転状態に応じて吸気弁のリフト・作動角を変更することにより内燃
機関への吸気量を制御可能な内燃機関の可変動弁機構において、
　制御軸を回転自在に支持するカムブラケットを有し、
　制御軸乃至カムブラケットへの潤滑油の供給量を制御することで制御軸の長手方向に生
じる温度差が大きくなったときに当該温度差を小さくするように作動する温度制御機構を
有することを特徴とする内燃機関の可変動弁機構。
【請求項２】
　温度制御機構は、制御軸長手方向に沿って制御軸の温度を検出する温度検出手段を有し
、制御軸長手方向に生じる温度差に応じて、制御軸への潤滑油の供給量を制御することを
特徴とする請求項１に記載の内燃機関の可変動弁機構。
【請求項３】
　温度制御機構は、制御軸長手方向に生じる温度差に応じて、制御軸への潤滑油の供給量
を比例制御することを特徴とする請求項２に記載の内燃機関の可変動弁機構。
【請求項４】
　温度制御機構は、制御軸長手方向に生じる温度差が所定値以上となった場合に、制御軸
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への潤滑油の供給を行うことを特徴とする請求項２に記載の内燃機関の可変動弁機構。
【請求項５】
　制御軸に供給される潤滑油はエンジンオイルであり、
　温度制御機構は、エンジンオイルもしくはエンジン冷却水の温度を検出する温度検出手
段を有し、温度検出手段で検出されたエンジンオイルもしくはエンジン冷却水の温度から
制御軸の長手方向に生じる温度差を推定するものであって、
　エンジンオイルもしくはエンジン冷却水の温度に応じて、制御軸への潤滑油の供給量を
制御することを特徴とする請求項１に記載の内燃機関の可変動弁機構。
【請求項６】
　温度制御機構は、エンジンオイルもしくはエンジン冷却水の温度に応じて、制御軸への
潤滑油の供給量を比例制御することを特徴とする請求項５に記載の内燃機関の可変動弁機
構。
【請求項７】
　温度制御機構は、エンジンオイルもしくはエンジン冷却水の温度が所定値以上となった
場合に、制御軸への潤滑油の供給を行うことを特徴とする請求項５に記載の内燃機関の可
変動弁機構。
【請求項８】
　制御軸に供給される潤滑油はエンジンオイルであり、
　温度制御機構は、エンジン油圧を検出する油圧検出手段を有し、油圧検出手段で検出さ
れたエンジン油圧から制御軸の長手方向に生じる温度差を推定するものであって、
　エンジン油圧に応じて、制御軸への潤滑油の供給量を制御することを特徴とする請求項
１に記載の内燃機関の可変動弁機構。
【請求項９】
　油圧検出手段は、制御軸に潤滑油を供給する潤滑油供給経路に配設された逆止弁もしく
はリリーフ弁であり、温度制御機構は、潤滑油供給経路内の潤滑油圧力が所定値以上とな
って逆止弁もしくはリリーフ弁を開弁させることで、制御軸への潤滑油の供給量を制御す
ることを特徴とする請求項８に記載の内燃機関の可変動弁機構。
【請求項１０】
　可変動弁機構は、制御軸の長手方向の一端に取り付けられてこの制御軸を回転させるア
クチュエータ、を備え、制御軸は中空状に形成され、制御軸の長手方向に沿って延びる制
御軸内部の中空部に、軸受け手段を介して潤滑油が供給されたものであって、
　温度制御機構は、制御軸の一端側から制御軸に潤滑油を供給していることを特徴とする
請求項１～９のいずれかに記載の内燃機関の可変動弁機構。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内燃機関の可変動弁機構に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、吸気弁のリフト・作動角を同時にかつ連続的に拡大、縮小制御可能な
リフト・作動角可変機構を備え、吸気弁のリフトおよび作動角を同時に変化させることで
ポンピングロスを十分に低減させつつ、スロットル弁に依存しない吸気量の制御を実現す
る内燃機関の吸気制御装置が開示されている。
【０００３】
　この特許文献１における内燃機関の吸気制御装置は、部品の寸法公差、部品組み付けな
ど種々の理由により、各気筒間の吸気弁のリフト量にばらつきが生じると、各気筒間に供
給される吸気量がばらつき、結果として内燃機関の発生トルクにばらつきを生ずることと
なる。このような状態になると、内燃機関に不快な振動と騒音が発生し、とくに安定性と
静粛性を求められるアイドル品質に甚大な悪影響を及ぼすことになる。尚、吸気弁のリフ
ト量のばらつきは、数μｍ～数百μｍ程度であって、従来の固定カムとスロットル弁によ
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って吸気量の制御を行う内燃機関においては、ほとんど問題にならなかった。
【０００４】
　そのため、特許文献１に開示されるような吸気制御装置においては、各気筒間における
リフト量のばらつきを、あらかじめ規定した範囲内に収めるようになっている。
【特許文献１】特開２００２－２５６９０５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、この特許文献１においては、スロットル弁に依存しない吸気量の制御を
実現させることから、アイドル等の極低負荷域では、バルブリフト量も非常に小さな値を
とることになり、始動直後から十分に暖気されるまでのアイドル品質に問題が生じる虞が
ある。
【０００６】
　これは、直列型気筒配置の内燃機関を例に、前記リフト・作動角可変機構において、リ
フト・作動角可変機構の制御軸の長手方向の温度分布を、本願の発明者らが実測したとこ
ろ、当該制御軸に温度不均一が発生していることが明らかになったためである。
【０００７】
　すなわち、自身が回転することによって吸気弁のリフト・作動角を連続的に拡大、縮小
させる上記制御軸が、その長手方向に不均一な温度分布が生ずることにより、同方向に不
均一な熱膨張が生じ、結果として各気筒間の吸気弁のリフト量のばらつきの原因となって
、内燃機関の発生トルクにばらつきが発生してしまう虞がある。
【０００８】
　そこで、本発明の主たる課題は、吸気弁のリフト・作動角を連続的に拡大、縮小制御可
能なリフト・作動角可変機構を備えた内燃機関の可変動弁機構において、自身が回転する
ことによって吸気弁のリフト・作動角を変更する制御軸の長手方向に生ずる温度不均一を
軽減させることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　そこで、本発明は、吸気弁のバルブリフト特性を連続的に変更可能な内燃機関の可変動
弁機構であって、気筒列方向に沿って延びる制御軸を回転させることによって吸気弁のリ
フト・作動角を連続的に拡大、縮小制御可能なリフト・作動角可変機構と、を備え、制御
軸には潤滑油が供給されていると共に、機関運転状態に応じて吸気弁のリフト・作動角を
変更することにより内燃機関への吸気量を制御可能な内燃機関の可変動弁機構において、
制御軸を回転自在に支持するカムブラケットを有し、制御軸乃至カムブラケットへの潤滑
油の供給量を制御することで制御軸の長手方向に生じる温度差が大きくなったときに当該
温度差を小さくするように作動する温度制御機構を有することを特徴としている。これに
よって、制御軸の制御軸長手方向の温度不均一を軽減することができる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、制御軸の制御軸長手方向の温度不均一を軽減することができるので、
制御軸の長手方向に不均一な温度分布が生ずることにより、同方向に不均一な熱膨張が生
じてしまうことを軽減することができる。よって、各気筒間の吸気弁のリフト量のばらつ
きが低減されることになり、内燃機関の発生トルクにばらつきが発生してしまうことを抑
制することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の一実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。
【００１２】
　図１は、本発明のシステムの全体構成図を示し、図２は可変動弁機構の概略構成を示す
説明図である。図１は、直列４気筒の内燃機関に適用した場合を示してあるが、Ｖ型のよ
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うな他の気筒配置をもつ内燃機関や、４気筒以外の多気筒内燃機関においても、本発明は
適用可能である。
【００１３】
　吸気弁のバルブリフト特性を連続的に変更可能な可変動弁機構は、吸気弁のリフト・作
動角を変化させるリフト・作動角可変機構１と、そのリフトの中心角の位相（図示せぬク
ランクシャフトに対する位相）を進角もしくは遅角させる位相可変機構２１と、が組み合
わされて構成されている。尚、図１中の２８は、排気弁の開閉を行う排気側カムであり、
本実施形態においては、ごく一般的な直動式カム（リフト・作動角及びリフト中心角が固
定）を用いているが、吸気側と同様に、可変動弁機構を採用してもよい。
【００１４】
　まず、図１及び図２を用いてリフト・作動角可変機構１を説明する。尚、このリフト・
作動角可変機構１は、本出願人が先に提案したものであるが、例えば特開平１１－１０７
７２５号公報等によって公知となっているので、その概要のみを説明する。
【００１５】
　リフト・作動角可変機構１は、シリンダヘッド２５に摺動自在に設けられた吸気弁１１
と、シリンダヘッド２５とシリンダヘッド２５上部のカムブラケット２６（詳細は後述）
とによって回転自在に支持された駆動軸２と、この駆動軸２に、圧入等により固定された
偏心カム３と、駆動軸２の上方位置に同じカムブラケット２６とカムブラケットキャップ
２７（詳細は後述）とからなる複数の軸受け手段２９（詳細は後述）によって回転自在に
支持されるとともに駆動軸２と平行に配置された中空状の制御軸１２と、この制御軸１２
の偏心カム部１８に揺動自在に支持されたロッカアーム６と、各吸気弁１１の上端部に配
置されたタペット１０に当接する揺動カム９と、を備えている。偏心カム３とロッカアー
ム６とはリンクアーム４によって連係されており、ロッカアーム６と揺動カム９とは、リ
ンク部材８によって連係されている。
【００１６】
　本実施形態においては、軸受け手段２９が５つあり、後述するリフト・作動角制御用ア
クチュエータ１３から最も離れたものものを軸受け手段２９ａとし、リフト・作動角制御
用アクチュエータ１３に近づく順に、軸受け手段２９ｂ、２９ｃ、…２９ｅとする。
【００１７】
　駆動軸２は、後述するように、タイミングチェーンないしはタイミングベルトを介して
機関のクランクシャフトによって駆動されるものである。
【００１８】
　偏心カム３は、円形外周面を有し、該外周面の中心が駆動軸２の軸心から所定量だけオ
フセットしているとともに、この外周面に、リンクアーム４の環状部が回転可能に嵌合し
ている。
【００１９】
　ロッカアーム６は、略中央部が上記偏心カム部１８によって揺動可能に支持されており
、その一端部に、連結ピン５を介してリンクアーム４のアーム部が連係しているとともに
、他端部に、連結ピン７を介してリンク部材８の上端部が連係している。偏心カム部１８
は、制御軸１２の軸心から偏心しており、従って、制御軸１２の角度位置に応じてロッカ
アーム６の揺動中心は変化する。
【００２０】
　揺動カム９は、駆動軸２の外周に嵌合して回転自在に支持されており、側方へ延びた端
部に、連結ピン１７を介してリンク部材８の下端部が連係している。この揺動カム９の下
面には、駆動軸２と同心状の円弧をなす基円面と、該基円面から所定の曲線を描いて延び
るカム面と、が連続して形成されており、これらの基円面ならびにカム面が、揺動カム９
の揺動位置に応じてタペット１０の上面に当接するようになっている。
【００２１】
　すなわち、上記基円面はベースサークル区間として、リフト量が０となる区間であり、
揺動カム９が揺動してカム面がタペット１０に接触すると、徐々にリフトしていくことに



(5) JP 4337620 B2 2009.9.30

10

20

30

40

50

なる。なお、ベースサークル区間とリフト区間との間には若干のランプ区間が設けられて
いる。
【００２２】
　制御軸１２は、図１及び図２に示すように、一端部に設けられたリフト・作動角制御用
アクチュエータ１３によって所定角度範囲内で回転するように構成されている。このリフ
ト・作動角制御用アクチュエータ１３は、例えばウォームギア１５を介して制御軸１２を
駆動するサーボモータ等からなり、エンジンコントロールユニット１９からの制御信号に
よって制御されている。なお、制御軸１２の回転角度は、制御軸センサ１４によって検出
される。
【００２３】
　このリフト・作動角可変機構１の作用を説明すると、駆動軸２が回転すると、偏心カム
３のカム作用によってリンクアーム４が上下動し、これに伴ってロッカアーム６が揺動す
る。このロッカアーム６の揺動は、リンク部材８を介して揺動カム９へ伝達され、該揺動
カム９が揺動する。この揺動カム９のカム作用によって、タペット１０が押圧され、吸気
弁１１がリフトする。
【００２４】
　ここで、リフト・作動角制御用アクチュエータ１３を介して制御軸１２の角度が変化す
ると、ロッカアーム６の初期位置が変化し、ひいては揺動カム９の初期揺動位置が変化す
る。
【００２５】
　例えば偏心カム部１８が図２における上方側に位置しているとすると、ロッカアーム６
は全体として上方へ位置し、揺動カム９の連結ピン１７側の端部が相対的に上方へ引き上
げられた状態となる。つまり、揺動カム９の初期位置は、そのカム面がタペット１０から
離れる方向に傾く。従って、駆動軸２の回転に伴って揺動カム９が揺動した際に、基円面
が長くタペット１０に接触し続け、カム面がタペット１０に接触する期間は短い。従って
、リフト量が全体として小さくなり、かつその開時期から閉時期までの角度範囲つまり作
動角も縮小する。
【００２６】
　逆に、偏心カム部１８が図２における下方側へ位置しているとすると、ロッカアーム６
は全体として下方へ位置し、揺動カム９の連結ピン１７側の端部が相対的に下方へ押し下
げられた状態となる。つまり、揺動カム９の初期位置は、そのカム面がタペット１０に近
付く方向に傾く。従って、駆動軸２の回転に伴って揺動カム９が揺動した際に、タペット
１０と接触する部位が基円面からカム面へと直ちに移行する。従って、リフト量が全体と
して大きくなり、かつその作動角も拡大する。
【００２７】
　偏心カム部１８の初期位置は連続的に変化させ得るので、これに伴って、バルブリフト
特性は、連続的に変化する。つまり、リフトならびに作動角を、両者同時に、連続的に拡
大，縮小させることができる。各部のレイアウトによるが、例えば、リフト・作動角の大
小変化に伴い、吸気弁１１の開時期と閉時期とがほぼ対称に変化する。
【００２８】
　次に、位相可変機構２１は、図２に示すように、駆動軸２の前端部に設けられたスプロ
ケット２２と、このスプロケット２２と駆動軸２とを、所定の角度範囲内において相対的
に回転させる位相制御用アクチュエータ２３と、から構成されている。スプロケット２２
は、図示せぬタイミングチェーンもしくはタイミングベルトを介して、クランクシャフト
に連動している。位相制御用アクチュエータ２３は、例えば油圧式、電磁式などの回転型
アクチュエータからなり、エンジンコントロールユニット１９からの制御信号によって制
御されている。この位相制御用アクチュエータ２３の作用によって、スプロケット２２と
駆動軸２とが相対的に回転し、バルブリフトにおけるリフト中心角が遅進する。つまり、
リフト特性の曲線自体は変わらずに、全体が進角もしくは遅角する。また、この変化も、
連続的に得ることができる。この位相可変機構２１の制御状態は、駆動軸２の回転位置に
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応答する駆動軸センサ１６によって検出される。
【００２９】
　尚、リフト・作動角可変機構１ならびに位相可変機構２１の制御としては、各センサ１
４，１６の検出に基づくクローズドループ制御に限らず、運転条件に応じて単にオープン
ループ制御するようにしても良い。
【００３０】
　このような可変動弁機構を吸気弁側に備えた本発明の内燃機関は、スロットル弁に依存
せず、吸気弁１１の可変制御によって吸気量が制御される。なお、実用機関では、ブロー
バイガスの還流等のために吸気系に若干の負圧が存在していることが好ましいので、図示
していないが、吸気通路の上流側に、スロットル弁に代えて、負圧生成用の適宜な絞り機
構を設けることが望ましい。
【００３１】
　図３は、制御軸１２の長手方向に沿った断面を模式的に表したものである。前述したよ
うに、制御軸１２は中空状に形成され、制御軸１２の長手方向に沿って延びる制御軸１２
内部の中空部３１には、エンジンオイルである潤滑油が供給されるようになっている。こ
の潤滑油は、制御軸１２と軸受け手段２９との摺動部分を潤滑するものであって、軸受け
手段２９ｂから貫通孔３３ｂ介して中空部３１内に供給されていると共に、制御軸１２長
手方向でリフト・作動角制御用アクチュエータ１３に最も近接する軸受け手段２９ｅから
貫通穴３３ｅを介して中空部３１内に供給されている。
【００３２】
　ここで、貫通穴３３は、軸受け手段２９が配設された位置に対応する制御軸１２外周面
に開口するよう形成されたものであり、リフト・作動角制御用アクチュエータ１３から最
も離れたものを貫通穴３３ａとし、リフト・作動角制御用アクチュエータ１３に近づく順
に、貫通穴３３ｂ、３３ｃ、…３３ｅとしている。また、カムブラケット２６も、リフト
・作動角制御用アクチュエータ１３から最も離れたものをカムブラケット２６ａとし、リ
フト・作動角制御用アクチュエータ１３に近づく順に、カムブラケット２６ｂ、２６ｃ、
…２６ｅとしている。
【００３３】
　軸受け手段２９ｂを構成するカムブラケット２６ｂには、図４に示すように、油穴３２
が形成されている。この油穴３２は、オイルポンプ（図示せず）の下流側に位置し内燃機
関内部に設けられたメインギャラリ（図示せず）に連通しており、この油穴３２から噴出
する潤滑油は、軸受け手段２９ｂと制御軸１２との摺動部分を潤滑しつつ、制御軸１２に
形成された貫通穴３３ｂを介して中空部３１内に供給される。
【００３４】
　そして、軸受け手段２９ｅを構成するカムブラケット２６ｅには、図５及び図６に示す
ように、油穴３５が形成されている。この油穴３５は、一端３５ａがカムブラケット２６
ｅの制御軸１２との摺動面に開口し、他端３５ｂがカムブラケット２６ｅの側面に開口す
るよう設けられたものであって、他端３５には、メインギャラリから内燃機関の外部に引
き出された潤滑油供給経路としての温度制御用配管３６が接続されている。つまり、温度
制御用配管３６を介してメインギャラリから供給されて油穴３５から噴出する潤滑油は、
軸受け手段２９ｅと制御軸１２との摺動部分を潤滑しつつ、制御軸１２に形成された貫通
穴３３ｅを介して中空部３１内に供給される。
【００３５】
　尚、軸受け手段２９ａ、２９ｃ、２９ｄと制御軸１２との摺動部分には、中空部３１内
の潤滑油が貫通穴３３ａ、３３ｃ、３３ｄを介して供給されている。つまり、これら貫通
穴３３ａ～３３ｅを介して中空部３１内への潤滑油の供給もしくは中空部３１内から軸受
けへの潤滑油の供給が行われている。
【００３６】
　また、中空部３１内から潤滑油が供給される軸受け手段２９ａ、２９ｃ、２９ｄにあっ
ては、各カムブラケット３３ａ、３３ｃ、３３ｄに、上述した図４及び図５における油穴



(7) JP 4337620 B2 2009.9.30

10

20

30

40

50

３２、３５に相当する構造が形成されていない。
【００３７】
　温度制御用配管３６には、図１に示すように、エンジンコントロールユニット１９によ
って制御される比例流量調節弁３７が介装されている。比例流量調節弁３７は、制御軸１
２の長手方向に生じる温度差に応じてエンジンコントロールユニット１９により、その弁
開度が制御されている。
【００３８】
　制御軸１２の長手方向に生じる温度差は、軸受け手段２９ｂのカムブラケットキャップ
２７ｂと、軸受け手段２９ｅのカムブラケットキャップ２７ｅとに配設され、カムブラケ
ットキャップ２７ｂ、２７ｅの表面温度を検出する温度検出手段としての温度センサ４１
、４１により検出されている。尚、この温度センサ４１，４１はカムブラケット２６ｂ，
２６ｅの表面温度を検出するように配置してもよい。
【００３９】
　温度センサ４１、４１の検出値は、エンジンコントロールユニット１９に入力されてい
る。そして、制御軸１２の長手方向に生じる温度差が大きい場合には、比例流量調節弁３
７の弁開度が大きくなるよう制御され、制御軸１２の長手方向に生じる温度差が小さい場
合には、比例流量調節弁３７の弁開度は小さくなるよう制御される。つまり、温度制御用
配管３６、軸受け手段２９ｅを経て制御軸１２に供給される潤滑油の油量（供給量）は、
制御軸１２の長手方向に生じる温度差に応じて比例制御されている。
【００４０】
　図７に示す比較例を用いて、本発明の第１実施形態の作用効果について詳述する。この
比較例は、軸受け手段２９ｂのみから中空部３１に潤滑油を供給し、中空部３１内の潤滑
油を用いて、軸受け手段２９ａ、２９ｃ～２９ｅと制御軸１２との摺動部分を潤滑してい
る点以外は、上述した第１実施形態と同一構成であるので、第１実施形態と同一の符号を
付し重複する説明は省略する。
【００４１】
　この比較例において、発明者らが、内燃機関の始動直後から暖気終了まで、制御軸１２
の長手方向に生じる温度分布を素線の熱電対を用いて測定した。実際には、内燃機関運転
中、制御軸１２は回転するため、各カムブラケット２６ａ～２６ｅ（既出の図１を参照）
の表面温度を測定した。
【００４２】
　比較例における各カムブラケット２６ａ～２６ｅの表面温度の測定結果を図８に示す。
ここで、図８中の特性線Ａはカムブラケット２６ａの表面温度、特性線Ｂはカムブラケッ
ト２６ｂの表面温度、特性線Ｃはカムブラケット２６ｃの表面温度、特性線Ｄはカムブラ
ケット２６ｄの表面温度、特性線Ｅはカムブラケット２６ｅの表面温度、特性線Ｆはメイ
ンギャラリの油温を、それぞれ示している。尚、メインギャラリの油温とは、メインギャ
ラリ内の潤滑油の温度であり、さらに言い換えればメインギャラリ内のエンジンオイルの
油温のことである。
【００４３】
　この図８から明らかなように、暖気中には中空部３１に対して潤滑油を供給する軸受け
手段２９ｂのカムブラケット２６ｂの温度が最も高く、リフト・作動角制御用アクチュエ
ータ１３に最も近接する軸受け手段２９ｅのカムブラケット２６ｅの温度が最も低い。換
言すれば、過渡的には、カムブラケット２６ｂの温度が最も高く、潤滑油は制御軸１２長
手方向に沿って流れるにつれてその温度が低下するため、カムブラケット２６ｂから最も
離れたカムブラケット２６ｅの温度が最も低くなっている。一方、十分時間が経過すると
、十分な熱量が潤滑油によって持ち込まれるため、制御軸１２長手方向の両者の温度差は
小さくなる。
【００４４】
　ただし、この図８において注目すべき点は、カムブラケット２６ａ、２６ｃ、２６ｄに
比べて、カムブラケット２６ｅの温度の低下が著しい点である。これは、単にカムブラケ
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ット２６ｅがカムブラケット２６ｂから最も離れているだけでなく、熱容量が相対的に大
きいリフト・作動角制御用アクチュエータ１３の影響を強く受けているためである。
【００４５】
　そこで、本発明の第１実施形態では、リフト・作動角制御用アクチュエータ１３の熱容
量の影響を小さく抑え、制御軸１２長手方向に生ずる温度差（温度不均一）を軽減するた
めに、制御軸１２長手方向でリフト・作動角制御用アクチュエータ１３に最も近接する軸
受け手段２９ｅのカムブラケット２６ｅからも制御軸１２に対して潤滑油を供給し、さら
にこのカムブラケット２６ｅから制御軸１２に供給される潤滑油の供給量を、カムブラケ
ット２６ｂとカムブラケット２６ｅとの温度差に応じて制御することで、リフト・作動角
制御用アクチュエータ１３が取り付けられて熱容量が相対的に大きくなっている制御軸１
２の一端側の温度上昇を促しているのである。
【００４６】
　すなわち、この第１実施形態においては、相対的に制御軸１２の他端側に位置して制御
軸１２内に潤滑油を供給するカムブラケット２６ｂと、リフト・作動角制御用アクチュエ
ータ１３に最も近接する一端側のカムブラケット２６ｅとの温度差を検出し、制御軸１２
長手方向の温度差が大きい場合には、カムブラケット２６ｅから制御軸１２に供給する潤
滑油の油量を増加させ、制御軸１２の長手方向の温度差が小さい場合には、カムブラケッ
ト２６ｅから制御軸１２に供給する潤滑油の油量を減少させているのである。
【００４７】
　従って、本発明の第１実施形態においては、図９に示すように、制御軸１２長手方向に
過渡的に生ずる温度不均一を効果的に抑制することができる。つまり、本発明の第１実施
形態における制御軸１２は、その長手方向の温度分布が不均一となることが抑制され、同
方向に不均一な熱膨張が生じてしまうことを軽減することができるので、各気筒間の吸気
弁のリフト量のばらつきが低減されることになり、内燃機関の発生トルクにばらつきが発
生してしまうことを抑制することができる。
【００４８】
　また、制御軸１２長手方向の温度差が十分小さくなった場合には、温度制御用配管３６
からカムブラケット２６ｅに供給される潤滑油の油量を減らすことができるので、潤滑油
を圧送するオイルポンプ（図示せず）に過大な負荷をかけることはなく、結果として内燃
機関の燃費悪化等の悪影響を招来する虞もない。
【００４９】
　ここで、図９は、制御軸１２長手方向に生じる温度差の経時変化を、内燃機関の始動直
後を起点として示したものであって、図９中の実線は上述した本発明の第１実施形態にお
けるカムブラケットキャップ２７ｂとカムブラケットキャップ２７ｅとの温度差を示し、
図９中の破線は上述した比較例におけるカムブラケットキャップ２７ｂとカムブラケット
キャップ２７ｅとの温度差を示している。この図９からも明らかなように、本発明の第１
実施形態は、比較例に対して制御軸１２長手方向に生じる温度差が小さくなっている。
【００５０】
　尚、上述した第１実施形態においては、温度制御用配管３６に比例流量調節弁３７が介
装されているが、比例流量調節弁３７の替わりに、ＯＮ／ＯＦＦ切り換え式の電磁弁を介
装しても、同様の作用効果を得ることができる。温度制御用配管３６にＯＮ／ＯＦＦ切り
換え式の電磁弁を介装する場合には、カムブラケットキャップ２７ｂとカムブラケットキ
ャップ２７ｅとの温度差が、予め定めた閾値を超えた場合に、この電磁弁をＯＮとしてカ
ムブラケット２６ｅへの潤滑油の供給を行い、上記閾値を超えない場合には、電磁弁をＯ
ＦＦとして、カムブラケット２６ｅへの潤滑油の供給を遮断することになる。また、上記
閾値は、本発明を適用する機関ごとに適宜設定を行うものとする。
【００５１】
　以下、本発明の他の実施形態について説明する。尚、上述した第１実施形態と同一の構
成の部分については、同一の符号を付し重複する説明は省略する。
【００５２】
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　図１０は、本発明の第２実施形態を示している。この第２実施形態においては、上述し
た第１実施形態と同様に、軸受け手段２９ｂのカムブラケット２６ｂから制御軸１２の中
空部１２内に潤滑油が供給されているが、カムブラケット２６のうちリフト・作動角制御
用アクチュエータ１３に最も近接するカムブラケット２６ｅには油穴３５が形成されてお
らず、温度制御用配管３６から潤滑油をカムブラケットキャップ２７ｅに滴下するよう構
成されている。
【００５３】
　このように、カムブラケット２６ｅに油穴３５を設ける換わりに、制御軸１２の過渡的
に温度が低くなる部分に温度制御用配管３６から潤滑油を噴霧または滴下するようにして
も、上述した第１実施形態と同様の効果を得ることができる。
【００５４】
　次に本発明の第３実施形態について説明する。既出の図８に示すように、メインギャラ
リの油温上昇の様子は、各カムブラケット２６ａ～２６ｅの表面温度の応答と類似してい
る。一方、上述した比較例（図７を参照）において、最も表面温度が高いカムブラケット
２６ｂと最も表面温度が低いカムブラケット２６ｅとの温度差は、既出の図９に示すよう
に推移する。従って、メインギャラリの油温を測定するだけでも、カムブラケット２６ｂ
とカムブラケット２６ｅとの温度差をある程度把握することが可能である。
【００５５】
　そこで、この第３実施形態においては、図１１に示すように、メインギャラリの油温の
みを用いて、比例流量調節弁３７を制御する。すなわち、この第３実施形態においては、
上述した第１実施形態における温度センサ４１，４１を具備せずに、メインギャラリの油
温を検出する油温センサ（図示せず）を備え、この油温センサからの検出信号がコントロ
ールユニット１９に入力されている点以外は、上述した第１実施形態と同一構成となって
いる。
【００５６】
　このような第３実施形態においては、上述した第１及び第２実施形態よりもより簡便な
構成で、制御軸１２の長手方向に生じる温度差を軽減することが可能となる。
【００５７】
　また、この第３実施形態においては、メインギャラリの油温を用いて、比例流量調節弁
３７を制御しているが、メインギャラリの油温に換えて、水温（内燃機関の冷却水温）を
用いることも可能である。水温を用いる場合には、水温上昇の様子と、制御軸１２長手方
向に生ずる温度不均一との関係（各カムブラケット２６ａ～２６ｅの表面温度）とを、別
途求めておく必要があるが、新たに温度センサを追加せずとも既存の水温センサで兼用で
きる利点がある。
【００５８】
　次に、本発明の第４実施形態について説明する。図１２は、エンジン回転数が一定の場
合における、エンジン油圧と油温との相関関係を調べたものである。ここでエンジン油圧
とは、オイルポンプ下流側におけるエンジンオイルの油圧である。またエンジン油温とは
、エンジンオイルのエンジン油温であり、例えば、メインギャラリ内やオイルタンク内に
おけるエンジンオイルの油温のことである。
【００５９】
　この図１２から明らかなように、エンジン油温が上昇すれば，エンジン油圧は次第に低
下する。この性質と既出の図９の関係から、制御軸１２の長手方向の温度不均一をある程
度推測することが可能である。つまり、油圧が高い状態では、制御軸１２の長手方向の温
度不均一が大きくなっているものとみなし、この間だけ制御軸１２の温度の低い箇所に潤
滑油を供給してやればよい。
【００６０】
　すなわち、この第４実施形態は、図１３に示すように、上述した第３実施形態における
比例流量調節弁３７を逆止弁５１に付け替えたものである。
【００６１】
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　このような第４実施形態においては、上述した第１実施形態と同様の作用を得ることが
できると共に、上述した第１～第３実施形態のようにエンジンコントロールユニット１９
を用いた制御が不要となり、一層簡素な構成をとることができる。
【００６２】
　また、逆止弁５１内部のスプリング（図示せず）の強度を適宜調節することで、制御軸
１２の過渡的に温度が低くなる部分、換言すればカムブラケット２６ｅへの潤滑油の油量
を制御することができる。
【００６３】
　尚、上述した第３実施形態においては、上述した第１実施形態と同様に、比例流量調節
弁３７の替わりに、ＯＮ／ＯＦＦ切り換え式の電磁弁を介装することも可能である。また
、第３及び第４実施形態においても、上述した第２実施形態のように、カムブラケット２
６ｅに油穴３５を設ける換わりに、制御軸１２の過渡的に温度が低くなる部分に温度制御
用配管３６から潤滑油を噴霧または滴下するように構成してもよい。
【００６４】
　そして、第４実施形態においては、逆止弁５１に代えてリリーフ弁を温度制御用配管３
６に介装するようにしてもよい。逆止弁５１に代えてリリーフ弁を用いる場合には、制御
軸１２の過渡的に温度が低くなる部分（例えばカムブラケット２６ｅ）に温度制御用配管
３６から供給される潤滑油の油量をより細かく設定することができる。
【００６５】
　上記実施形態から把握し得る本発明の技術的思想について、その効果とともに列記する
。
【００６６】
　（１）　吸気弁のバルブリフト特性を連続的に変更可能な内燃機関の可変動弁機構であ
って、気筒列方向に沿って延びる制御軸を回転させることによって吸気弁のリフト・作動
角を連続的に拡大、縮小制御可能なリフト・作動角可変機構と、を備え、制御軸には潤滑
油が供給されていると共に、機関運転状態に応じて吸気弁のリフト・作動角を変更するこ
とにより内燃機関への吸気量を制御可能な内燃機関の可変動弁機構において、制御軸の長
手方向に生じる温度差が大きくなったときに当該温度差を小さくするように作動する温度
制御機構を有する。これによって、制御軸の制御軸長手方向の温度不均一を軽減すること
ができるので、制御軸の長手方向に不均一な温度分布が生ずることにより、同方向に不均
一な熱膨張が生じてしまうことを軽減することができる。よって、各気筒間の吸気弁のリ
フト量のばらつきが低減されることになり、内燃機関の発生トルクにばらつきが発生して
しまうことを抑制することができる。
【００６７】
　（２）　上記（１）に記載の内燃機関の可変動弁機構において、温度制御機構は、具体
的には、制御軸長手方向に沿って制御軸の温度を検出する温度検出手段を有し、制御軸長
手方向に生じる温度差に応じて、制御軸への潤滑油の供給量を制御する。
【００６８】
　（３）　上記（２）に記載の内燃機関の可変動弁機構において、温度制御機構は、より
具体的には、制御軸長手方向に生じる温度差に応じて、制御軸への潤滑油の供給量を比例
制御する。
【００６９】
　（４）　上記（２）に記載の内燃機関の可変動弁機構において、温度制御機構は、より
具体的には、制御軸長手方向に生じる温度差が所定値以上となった場合に、制御軸への潤
滑油の供給を行う。
【００７０】
　（５）　上記（１）に記載の内燃機関の可変動弁機構において、制御軸に供給される潤
滑油はエンジンオイルであり、温度制御機構は、エンジンオイルもしくはエンジン冷却水
の温度を検出する温度検出手段を有し、温度検出手段で検出されたエンジンオイルもしく
はエンジン冷却水の温度から制御軸の長手方向に生じる温度差を推定するものであって、



(11) JP 4337620 B2 2009.9.30

10

20

30

40

50

エンジンオイルもしくはエンジン冷却水の温度に応じて、制御軸への潤滑油の供給量を制
御する。
【００７１】
　（６）　上記（５）に記載の内燃機関の可変動弁機構において、温度制御機構は、具体
的には、エンジンオイルもしくはエンジン冷却水の温度に応じて、制御軸への潤滑油の供
給量を比例制御する。
【００７２】
　（７）　上記（５）に記載の内燃機関の可変動弁機構において、温度制御機構は、具体
的には、エンジンオイルもしくはエンジン冷却水の温度が所定値以上となった場合に、制
御軸への潤滑油の供給を行う。
【００７３】
　（８）　上記（１）に記載の内燃機関の可変動弁機構において、制御軸に供給される潤
滑油はエンジンオイルであり、温度制御機構は、エンジン油圧を検出する油圧検出手段を
有し、油圧検出手段で検出されたエンジン油圧から制御軸の長手方向に生じる温度差を推
定するものであって、エンジン油圧に応じて、制御軸への潤滑油の供給量を制御する。
【００７４】
　（９）　上記（８）に記載の内燃機関の可変動弁機構において、油圧検出手段は、具体
的には、制御軸に潤滑油を供給する潤滑油供給経路に配設された逆止弁もしくはリリーフ
弁であり、温度制御機構は、潤滑油供給経路内の潤滑油圧力が所定値以上となって逆止弁
もしくはリリーフ弁を開弁させることで、制御軸への潤滑油の供給量を制御する。
【００７５】
　（１０）　上記（１）～（９）のいずれかに記載の内燃機関の可変動弁機構は、より具
体的には、制御軸の長手方向の一端に取り付けられてこの制御軸を回転させるアクチュエ
ータ、を備え、制御軸は中空状に形成され、制御軸の長手方向に沿って延びる制御軸内部
の中空部に、軸受け手段を介して潤滑油が供給されたものであって、温度制御機構は、制
御軸の一端側から制御軸に潤滑油を供給している。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１】本発明の第１実施形態におけるシステムの全体構成を示す説明図。
【図２】可変動弁機構の概略構成を示す説明図。
【図３】本発明の第１実施形態におけるリフト・作動角可変機構の制御軸の長手方向に沿
った断面を模式的に示す説明図。
【図４】本発明の第１実施形態において、制御軸内の中空部に潤滑油を供給する制御軸他
端側の軸受け手段のカムブラケットの平面図。
【図５】本発明の第１実施形態において、制御軸内の中空部に潤滑油を供給する制御軸一
端側の軸受け手段のカムブラケットの平面図。
【図６】図５に示すカムブラケットの正面図。
【図７】比較例におけるリフト・作動角可変機構の制御軸の長手方向に沿った断面を模式
的に示す説明図。
【図８】比較例に内燃機関の始動直後から暖気終了までの各カムブラケットの温度測定結
果を示す特性線図。
【図９】制御軸長手方向に生じる温度差の経時変化を示す説明図。
【図１０】本発明の第２実施形態におけるシステムの全体構成を示す説明図。
【図１１】本発明の第３実施形態におけるシステムの全体構成を示す説明図。
【図１２】エンジン油圧とエンジン油温と相関を示す説明図。
【図１３】本発明の第４実施形態におけるシステムの全体構成を示す説明図。
【符号の説明】
【００７７】
　１２…制御軸
　１３…リフト・作動角制御用アクチュエータ
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　２６…カムブラケット
　２７…カムブラケットキャップ
　２９…軸受け手段
　３１…中空部
　３２…油穴
　３３…貫通穴
　３５…油穴
　３７…比例流量調節弁
　４１…温度センサ

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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